
 

 

 

 

 

 

 

 

 

大井町まち・ひと・しごと創生総合戦略について 
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 ■ 平成２６年 ９月   まち・ひと・しごと創生本部の設置  

 ■ 平成２６年１１月   まち・ひと・しごと創生法の成立  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ 平成２６年１２月  「長期ビジョン」・「総合戦略」の閣議決定  

 ■ 平成２７年 ２月  地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の創設(補正予算)  

 

 

 

 

      長期ビジョン：2060年に 1億人程度の人口を確保する中長期展望 

      総合戦略  ：2015～2019年度(5か年)の政策目標・施策 
国 

      地方人口ビジョン：人口動向・将来人口推計の分析や中長期の将来展望 

      地方版総合戦略 ：2015～2019年度(5か年)の政策目標・施策 
地方 

 

               プレミアム商品券等 地域消費喚起・生活支援型 

               地方版総合戦略の策定に先行して行う事業 地方創生先行型 
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（資料）内閣官房まち・ひと・しごと創生本部作成     
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（資料）内閣官房まち・ひと・しごと創生本部作成     
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 （資料）内閣官房まち・ひと・しごと創生本部作成 

       地方における安定した雇用を創出する 

地方において若者向けの雇用をつくる。２０２０年までの 5年間で３０万人分 

●若い世代における正規雇用労働者の割合の向上。 ●女性の就業率の向上。 

基本目標① 

       地方への新しいひとの流れをつくる 

現状で年間 10万人超の東京圏への人口流出に歯止めをかけ、東京圏と地方の人口の転出入を均衡させる 

●2020年までに、東京圏から地方への転出を4万人増加。 ●2020年までに、地方から東京圏への転入を6万人減尐。 

基本目標② 

       若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

若い世代が、安心して結婚・妊娠・子育てできるようにする 

●第1子出産前後の女性の継続就業率の向上。 ●結婚希望実績指標の向上。 ●夫婦子ども数予定実績指標の向上。 

基本目標③ 

       時代に合った地域をつくり、安全なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 

「小さな拠点」の整備や「地域連携」の推進 

基本目標④ 



- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）内閣官房まち・ひと・しごと創生本部作成 

２．人口の将来展望 

ア 将来展望に必要な調査・分析（住民の結婚・出産・子育てや移住に関する意識・希望等） 

イ 目指すべき将来の方向（目指すべき将来の方向性や住民の希望を実現するための基本的な施策の方向性） 

・国の「長期ビジョン」を勘案しつつ、人口の現状を分析し、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を提示 

・対象期間は長期ビジョンの期間（２０６０年）を基本。（地域の実情に応じた期間の設定も可） 

１．人口の現状分析 

ア 人口動向分析（総人口や年齢 3区分別人口、出生数、死亡数、転入数、転出数等の時系列の状況を分析） 

イ 将来人口の推計と分析 
（出生率や移動率などについて仮定値を変えた総人口推計の比較や将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響度の分析） 

ウ 人口の変化が地域の将来に与える影響の分析・考察 

ウ 人口の将来展望 

 
自然増減 社会増減 総人口や年齢 3区分別人口等の将来を展望 
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■ 基本目標  

人口ビジョンを踏まえた上で、それぞれの地域の実情に応じながら、一定のまとまりの政策分野ごとに、戦略の基本目標を設定 

■ 基本的方向  

基本目標の達成に向けてどのような政策を推進していくかを、基本的方向として記述 

■ 具体的な施策  

政策分野ごとに、それぞれの地域の実情に応じながら計画期間（5年間）のうちに実施する施策を検討し、盛り込む 

■ 数値目標・重要業績評価指標（ＫＰＩ）※の設定        ※ Key Performance Indicator の略称 

 行政活動そのものの結果（アウトプット）ではなく、その結果として住民にもたらされた便益（アウトカム）に関する数値目標を設定 

 

 

 

 

 

 

 

                     

・地方人口ビジョンを踏まえ、今後 5年間の目標や施策の基本的方向、具体的な施策として策定 

・住民をはじめ産業界・行政機関・教育機関・金融機関・労働団体・メディア等で構成される推進組織により審議 

・適切な短期・中期の政策目標を設定し、実施した施策・事業の効果を検証し、改善を図る PDCAサイクルを確立 

（例） 
≪基本目標≫ 新しいひとの流れをつくる   数値目標：転入者数⇒5年間で○○人増加、転出者数⇒5年間で○○人減尐 

≪基本的方向≫ ○ 雇用や住まい、教育等の移住の受け皿に関する総合的な環境整備を行う 

        ○ 県内に所在する大学等の活性化、企業等における地方採用・就労の拡大に取り組む 

≪具体的な施策≫ 

 （ア）移住の促進       ① 移住・交流の専門相談員の配置       ＫＰＩ：相談を通じた移住者数  ○○件 

                ② 空き家バンク等住宅情報の提供体制整備   ＫＰＩ：空き家バンクへの情報提供  ○○件 

 （イ）地方採用・就労の拡大  ① テレワーク環境の整備の推進        ＫＰＩ：テレワーク導入企業数  ○○社 

 （ウ）大学等の活性化     ① 地元大学への進学促進           ＫＰＩ：県内大学進学者の割合  ○○％ 


